
（別添３） 

いじめ重大事態発生時の対応の流れ 
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経過報告 

情報提供 

 重大事態の定義 
 Ⅰ.生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき 
 Ⅱ.相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき 
  ※児童や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申し立てがあったとき 

学校が調査主体となる場合 

重大事態発生 

児童や保護者 

市 長 

教職員 

重大事態に対処するため 

重大事態発

生 

警 察 

教育委員会が調査主体となる場合 

重大事態に対処 

するための組織 

※重大事態①の生命に 

関する事案を想定 

対処及び同種の事態発生の防止 

調査結果・対応結果 児童や保護者 

児童や保護者 

重大事態に対応するため 

教育委員会 

（丹波市いじめ問題専門委員会） 

市 長 

重大事態の再調

査を行うための

組織 

調査の再調査 

市 長 

議 会 

訴え 

報告 

報告 

報告 

児童や保護者 

いじめ対応チーム 

事実関係の情報提供等 

報告 

報告 

人的支援 

対応方針の説明 

児童や保護者 いじめ対応チーム 

調査主体の判断 

判断 

事実関係を明らかにする 

ための調査の実施 

報告 

教育委員会 

 


